
　　　　　　　　　　　　　　

１　水路測量を実施しようとする者の氏名又は名称及び住所　

宗谷総合振興局

北海道稚内市末広４丁目2-27

２　水路測量を実施する区域及び期間

宗谷郡猿払村浜猿払（付図のとおり）

３　水路測量の実施方法

４　航行船舶に対する安全措置

　　ＧＮＳＳによる測位、音響測深機による水深測定

　　水路測量実施船は、水路業務法施行規則第６条に定める標識
　（白紅白の燕尾旗）を掲げる。

（２）住　　所

（１）区　　域

（２）期　　間 令和８年７月１日から

令和８年１１月３０日までのうち１４日間程度

公　　示

　水路業務法（昭和25年法律第102号）第８条の規定に基づき、水路測量の
実施について、次のとおり公示する。

石崎　憲寛（公印省略）　　

（１）名　　称

令和8年6月17日

第一管区海上保安本部長　　



　海上保安庁許可　第０８０１０９号 付図

海しる等で作成画像を添付

猿払

紋別港

測量区域

宗谷岬

区域

ア 45-16-10N

142-14-16E

イ 45-16-33N

142-14-59E

ウ 45-10-50N

142-21-20E

エ 45-10-28N

142-20-40E

拡大図

測量区域

宗谷岬


